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0

0
0

0
0

0
覚

せ
い

剤
取

締
法

出
入

国
管

理
及

び
難

民
認

定
法

1
2

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
1
2

1
0

1
1

出
入

国
管

理
及

び
難

民
認

定
法

毒
物

及
び

劇
物

取
締

法
2

0
1

1
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
1

1
0

0
毒

物
及

び
劇

物
取

締
法

特
別

法
犯

そ
の

他
4
2
0

1
9
2

8
0

0
1
2

0
1
2

0
0

0
0

0
7
8

7
0

8
2
4
9

2
2
8

1
5

6
特

別
法

犯
そ

の
他

ぐ
犯

2
2

0
1
5

6
0

9
0

8
0

1
0

0
0

6
4

2
1

1
0

0
ぐ

犯

事 案 軽 微

総 　 数

保 護 的 措 置

別 件 保 護 中

総 　 数

保 護 的 措 置

別 件 保 護 中

非 強 制

非
　

行

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

終
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
局

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

決
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
定

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

非
　

行
総 　 数

（ 刑 事 処 分 相 当 ）

検 察 官 へ 送 致

保
護

処
分

知
事

又
は

児
童

相
談

所
長

へ
送

致
不

処
分

審
判

不
開

始

総 　 数

保 護 観 察

児 童 養 護 施 設 へ 送 致

児 童 自 立 支 援 施 設 又 は

少
年

院
へ

送
致

総 　 数

強 制

資料３
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平
成

2
6
年

一
般

保
護

事
件

の
終

局
人

員
－

終
局

時
年

齢
（
1
9
歳

）
の

非
行

別
及

び
終

局
決

定
別

（
注

１
）

総 数
初 等

中 等
特 別

医 療

総
数

6
,0

2
2

9
8

2
,2

1
6

1
,6

5
5

0
5
6
1

0
5
1
6

3
4

1
1

0
0

0
1
,2

3
3

1
,0

6
3

1
7
0

2
,4

7
5

2
,0

5
6

2
8
9

1
3
0

総
数

刑
法

犯
総

数
4
,6

6
6

8
2

1
,9

1
7

1
,4

0
1

0
5
1
6

0
4
7
7

3
0

9
0

0
0

9
6
6

8
2
9

1
3
7

1
,7

0
1

1
,4

0
0

2
4
6

5
5

刑
法

犯
総

数

窃
盗

2
,1

9
2

2
7

8
4
6

6
4
3

0
2
0
3

0
1
9
0

9
4

0
0

0
4
6
3

3
9
6

6
7

8
5
6

6
8
0

1
5
6

2
0

窃
盗

強
盗

3
7

3
2
7

1
1

0
1
6

0
1
2

3
1

0
0

0
3

2
1

4
3

1
0

強
盗

詐
欺

2
2
4

1
3

1
4
6

7
1

0
7
5

0
7
2

2
1

0
0

0
2
4

1
9

5
4
1

1
7

2
4

0
詐

欺

恐
喝

1
0
6

0
8
8

5
7

0
3
1

0
2
5

6
0

0
0

0
1
4

1
4

0
4

0
4

0
恐

喝

横
領

5
0

2
2

0
0

0
0

0
0

0
0

0
1

1
0

2
2

0
0

横
領

遺
失

物
等

横
領

4
4
2

2
2
0

2
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
7
4

5
9

1
5

3
4
6

3
0
4

2
2

2
0

遺
失

物
等

横
領

盗
品

譲
受

け
等

6
1

1
6

6
0

0
0

0
0

0
0

0
0

1
8

1
3

5
3
6

3
1

3
2

盗
品

譲
受

け
等

傷
害

6
2
6

1
6

3
7
0

2
8
9

0
8
1

0
7
3

6
2

0
0

0
1
6
4

1
4
4

2
0

7
6

6
3

1
3

0
傷

害

傷
害

致
死

7
5

2
0

0
2

0
2

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

傷
害

致
死

暴
行

2
0
3

1
7
9

7
0

0
9

0
9

0
0

0
0

0
6
1

5
1

1
0

6
2

5
6

5
1

暴
行

脅
迫

4
2

0
2
7

2
5

0
2

0
2

0
0

0
0

0
9

7
2

6
5

1
0

脅
迫

殺
人

（
注

２
）

4
1

3
0

0
3

0
3

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

殺
人

（
注

２
）

強
盗

致
傷

3
5

2
3
1

1
1

0
2
0

0
1
9

1
0

0
0

0
1

0
1

1
0

1
0

強
盗

致
傷

強
盗

致
死

1
1

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

強
盗

致
死

強
盗

強
姦

致
死

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

強
盗

強
姦

致
死

強
盗

強
姦

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

強
盗

強
姦

強
姦

　
（
注

３
）

1
2

0
1
2

2
0

1
0

0
1
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

強
姦

　
（
注

３
）

集
団

強
姦

  
（
注

３
）

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

集
団

強
姦

  
（
注

３
）

わ
い

せ
つ

9
3

2
5
7

3
8

0
1
9

0
1
8

1
0

0
0

0
1
5

1
4

1
1
9

1
9

0
0

わ
い

せ
つ

賭
博

6
0

1
1

0
0

0
0

0
0

0
0

0
2

2
0

3
3

0
0

賭
博

住
居

侵
入

1
7
9

0
6
6

5
2

0
1
4

0
1
1

2
1

0
0

0
2
8

2
4

4
8
5

7
6

4
5

住
居

侵
入

放
火

9
0

7
4

0
3

0
3

0
0

0
0

0
1

1
0

1
1

0
0

放
火

失
火

1
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
1

1
0

0
0

0
0

失
火

過
失

致
死

傷
6
9

0
5

5
0

0
0

0
0

0
0

0
0

1
0

1
0

0
5
4

4
6

2
6

過
失

致
死

傷

業
務

上
(重

)過
失

致
死

傷
　

（
注

４
）

9
1

1
1

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

7
7

0
0

業
務

上
(重

)過
失

致
死

傷
　

（
注

４
）

往
来

妨
害

7
0

3
3

0
0

0
0

0
0

0
0

0
1

1
0

3
2

0
1

往
来

妨
害

器
物

損
壊

等
1
1
7

2
4
2

3
8

0
4

0
4

0
0

0
0

0
2
9

2
6

3
4
4

4
0

4
0

器
物

損
壊

等

公
務

執
行

妨
害

3
0

1
1
4

1
1

0
3

0
3

0
0

0
0

0
1
1

1
1

0
4

3
1

0
公

務
執

行
妨

害

刑
法

犯
そ

の
他

1
4
9

4
6
2

4
1

0
2
1

0
2
1

0
0

0
0

0
3
6

3
3

3
4
7

4
2

5
0

刑
法

犯
そ

の
他

特
別

法
犯

総
数

1
,3

4
9

1
6

2
9
5

2
5
1

0
4
4

0
3
9

4
1

0
0

0
2
6
6

2
3
3

3
3

7
7
2

6
5
4

4
3

7
5

特
別

法
犯

総
数

暴
力

行
為

等
処

罰
ニ

関
ス

ル
法

律
3
1

0
1
8

1
5

0
3

0
2

0
1

0
0

0
1
1

1
0

1
2

1
1

0
暴

力
行

為
等

処
罰

ニ
関

ス
ル

法
律

道
路

運
送

車
両

法
3
5

5
1
1

1
0

0
1

0
1

0
0

0
0

0
5

5
0

1
4

1
3

1
0

道
路

運
送

車
両

法

銃
砲

刀
剣

類
所

持
等

取
締

法
4
9

0
1
3

1
2

0
1

0
1

0
0

0
0

0
3

3
0

3
3

2
7

4
2

銃
砲

刀
剣

類
所

持
等

取
締

法

軽
犯

罪
法

1
8
2

0
1
5

1
5

0
0

0
0

0
0

0
0

0
3
5

2
6

9
1
3
2

1
1
9

7
6

軽
犯

罪
法

売
春

防
止

法
5

0
2

2
0

0
0

0
0

0
0

0
0

2
2

0
1

1
0

0
売

春
防

止
法

風
俗

営
業

等
の

規
制

及
び

業
務

の
適

正
化

等
に

関
す

る
法

律
等

2
9

1
3

3
0

0
0

0
0

0
0

0
0

1
3

1
0

3
1
2

1
1

1
0

風
俗

営
業

等
の

規
制

及
び

業
務

の
適

正
化

等
に

関
す

る
法

律
等

麻
薬

及
び

向
精

神
薬

取
締

法
等

2
7

0
2
2

1
6

0
6

0
6

0
0

0
0

0
3

3
0

2
1

1
0

麻
薬

及
び

向
精

神
薬

取
締

法
等

覚
せ

い
剤

取
締

法
3
6

1
3
4

1
3

0
2
1

0
1
7

4
0

0
0

0
1

1
0

0
0

0
0

覚
せ

い
剤

取
締

法

出
入

国
管

理
及

び
難

民
認

定
法

5
8

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

1
1

0
5
7

1
4

0
4
3

出
入

国
管

理
及

び
難

民
認

定
法

毒
物

及
び

劇
物

取
締

法
7

0
5

5
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
2

1
1

0
毒

物
及

び
劇

物
取

締
法

特
別

法
犯

そ
の

他
8
9
0

9
1
7
2

1
6
0

0
1
2

0
1
2

0
0

0
0

0
1
9
2

1
7
2

2
0

5
1
7

4
6
6

2
7

2
4

特
別

法
犯

そ
の

他

ぐ
犯

7
0

4
3

0
1

0
0

0
1

0
0

0
1

1
0

2
2

0
0

ぐ
犯

非 強 制

非
　

行

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

終
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
局

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

決
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
定

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

非
　

行
総 　 数

（ 刑 事 処 分 相 当 ）

検 察 官 へ 送 致

保
護

処
分

知
事

又
は

児
童

相
談

所
長

へ
送

致
不

処
分

審
判

不
開

始

総 　 数

保 護 観 察

児 童 養 護 施 設 へ 送 致

児 童 自 立 支 援 施 設 又 は

少
年

院
へ

送
致

総 　 数

強 制

事 案 軽 微

総 　 数

保 護 的 措 置

別 件 保 護 中

総 　 数

保 護 的 措 置

別 件 保 護 中
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注
１
　
次

の
事

件
を
除

き
，
一

般
保

護
事

件
で
既

済
と
な
っ
た
人

員
で
あ
る
。

　
(1
)　
簡
易
送
致
事
件

　
(2
)　
（
無
免
許
）
過
失
運
転
致
死
傷
事
件
，
（
無
免
許
）
過
失
運
転
致
死
傷
ア
ル
コ
ー
ル
等
影
響
発
覚
免
脱
事
件
，
自
動
車
運
転
過
失
致
死
傷
事
件
及
び
（
無
免
許
）
危
険
運
転
致
死
傷
事
件

　
(3
)　
移
送
・
回
付
で
終
局
し
た
事
件

　
(4
)　
併
合
審
理
さ
れ
，
既
済
事
件

と
し
て
集

計
し
な
い
も
の
（
従

た
る
事

件
）

　
(5
)　
検
察
官
送
致
（
年
齢
超
過
に
よ
る
も
の
）

　
(6
)　
不
処
分
，
不
開
始
（
非
行
な
し
，
所
在
不
明
等
及
び
そ
の
他
の
事
由
に
よ
る
も
の
）

注
２
　
殺
人
（
既
遂
，
未
遂
）
事
件
の
他
，
殺
人
予
備
事
件
，
自
殺
関
与
事
件
及
び
同
意
殺
人
（
既
遂
，
未
遂
）
事
件
を
含
む
。

注
３
　
致

死
傷

事
件

を
含

む
。

注
４
　
車
両
運
転
に
よ
る
も
の
を
除
く
。
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